
公 告 

                          令和４年５月６日 

                          墨田区長 山本 亨 

 

東向島二丁目 22 番地区防災街区整備事業の 

都市計画決定に伴う土地の先買いについて 
 

都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 57 条第 1 項の規定に基づき、下記の

とおり公告します。 

 

記 

 

１ 防災街区整備事業の種類及び名称 

  東向島二丁目 22 番地区防災街区整備事業 

 

２ 都市計画法第 57 条第 2 項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所

  氏名 墨田区長 山本 亨 

  住所 墨田区吾妻橋一丁目 20 番 23 号 

 

３ 届出をすべき土地の所在 

東京都墨田区東向島二丁目 75 番 

76 番,1,2,3,7,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20 

80 番 21  

 

 

届出区域 


